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勤労規範と失業保険

鈴　　木　　伸　　枝＊

1　はじめに

　日本の失業率は90年代からじわじわと上昇し，2001年後半にはっいに5％台に

達した．厳しい雇用状勢が続く中，これまで多くの日本人（主に男性）の持って

いた勤労を絶対視するような価値観にも変化が現れている．労働市場政策も1日来

のものでは立ち行かなくなり，失業給付制度の変革等が行われてきた．

　失業給付制度に関しては，今後も改革が図られることが予想される．その際実

現可能な政策の候補を考えるのに経済学の保険の理論は有用であろう．ところで，

標準的な保険モデルでは個人の最大化する効用関数は消費・余暇などの物質的な

側面のみから構成され，勤労規範の影響は考慮されていない．1〕これに対して，

個人の勤労誘因は「働くべきだ」という社会規範に影響されるはずである．2〕ま

してや日本のようにこれまで勤労規範が低失業率を支えてきたといわれ，さらに

その価値観の変化が指摘されるような国について考える場合には規範の影響を加

味する必要があろう．

　本稿では勤労規範を失業の精神的費用として定式化し，失業保険制度の分析に

組み込む．それにより，標準的な保険のモデルでは見過ごされてしまう2つの問

題を明らかにする．第1は，社会規範の影響を考慮しない政府は，政策目標失業

率を変更する際に税率・給付額を過大に見積るという点である．これは現在のよ

うに政策目標失業率が以前より上方修正される状況で，政府が税率・給付を増や

しすぎて予想以上に失業率が上昇し，財政の破綻をひきおこす危険を示唆する．

第2の問題点は，失業率の上昇に伴い失業の苦痛が急激に減少するような場合に
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生じる均衡の不安定性である．不安定性の問題は，財政赤字が出た場合に増税す

るのではなく給付額を削減して調整すれぱ，（常に解決できるわけではないが）

改善される．

　勤労規範は殆どの人が働いている場合には社会的に重要視されるが，失業者が

増えれば軽んじられる、このことから，本稿のモデルでは勤労規範の存在は所与

とするが，規範の影響力は内生的に決まる．3〕効用関数以外の部分は，保険の誘

因阻害効果の通常の設定を踏襲する．個人は失業のリスクに直面し．政府は失業

保険制度を提供する．所与の税率と失業給付額のもとで，各個人は自らの期待効

用を最大化するような失業回避努力の水準を選ぶ．

　政策目標失業率が税・給付のもとで財政収支の均等した均衡（ba1anced－bud－

get　equiiibrium）となるとき，失業率と税・給付の組み合わせは実現可能（fea－

sible）という．社会規範が存在すれば誘因阻害効累が抑制され，手厚い失業保

険制度が実現可能になる．しかし本稿が強調するのはその点ではない一政府が社

会規範の影響を考慮しないなら，失業率の上昇により規範の圧力が弱まりさらな

る失業増加をもたらす可能性に気づかない．このため，政策目標の失業率が高い

場合には実現可能な給付額を真の実現可能な水準よりも過大に見積もってしまう

ことを示す．

　政府が実現可能な保険制度を正しく把握できたとして・政策目標失業率は適切

な税・給付の組のもとで安定的な均衡になるのだろうか．標準的なモデルでは均

衡失業率は安定的となるのに対し，我々のモデルでは失業に伴う精神的苦痛の大

きさが失業率に大きく左右される場合，税・給付を適切な水準に固定しても安定

性は保証されない．しかしながら，不安定均衡の一部は予算調整の仕方によって

安定になる．予算不均衡を税率の変更で埋め合わせずに，失業率が政策目標より

高い（低い）ときには給付を削減（増大）すれば安定性が改善される．

　Lindbeckθ㍑五（1ら99）は本稿と似た方法で失業給付制度のもとでの勤労誘

因について考えているが，分析の観点が異なる、本稿では実現可能な保険政策の

組み合わせを明らかにし，「政府はどのような選択肢から政策を選ぶことができ

るか」「政府が規範の存在を考慮しないとどのような問題が生じるか」を示唆す
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る．他方Lindbeckθfαムは政策が多数決投票で決定される場合の均衡の性質を

分析し，社会保障制度は過半数の者が給付を受けて税率が高いか，或いは失業保

険制度が存在しないという両極端の均衡しか生じないことを示している．彼らの

緒果は，各個人が自発的失業か労働という選択肢しか持たず，政策が多数決で選

択されるという仮定に依存している．

　本稿の構成は以下の通りである．まず第2節でモデルを導入し，第3節で社会

的均衡の比較静学分析を行う．第4節では実現可能な失業保険制度について考察

し，第5節で動学的安定性を考える．第6節は結びとする．

2　モデル

　モデルの設定は墓本的には通常の保険・誘因阻害効果モデルと同様で，標準的

モデルとの違いは効用関数だけである．同質な労働蓄が測度1の連続体で存在し，

各個人は雇用と失業のどちらかを経験し，雇用された場合の労働供給量は一定と

する．雇用された者は賃金ω∈R、、を受け取り，唯一の失業保険の提供者であ

る政府に税率炬［O，1］で課税される．よって，雇用された者の可処分所得はツ＝

［H］ωとなる．他方失業者は，失業給付b∈皿、を受け取るとともに雇用された

場合に比べて余暇が増える．

　労働者が失業する確率は，失業を回避するような努カの水準に依存する．就業

者が職場で懸命に働けば解雇されにくくなり，失業者が精力的に求職活動をすれ

ぱ職が見っかる可能性が高まる．ここでは努力水準を努カの不効用2∈［0，εコで測

る．個人の失業確率は現在の就業状況や過去の失業経験にも依存すると考えられ

るが，本稿では標準的なモデルとの比較を容易にするため，失業確率力は努力

水準2のみの関数と仮定する．

　消費の効用関数σ（c）：R’→皿∪｛一。。｝はR一，において実数値かつ2階連続微

分可能でσ’＞O，σ”＜Oおよび1im。．．。σ（c）＝σ（O）＝一。。とする．失業による

余暇の増分がもたらす効用を1∈皿で表す．賃金〃および余暇からの効用1は外

生とする．努力・失業確率関数ρ（2）1［0，彦］→［O，1］は2階連続微分可能で〆＜

O，〆＞0とする．尚．効率賃金などにより労働市場が清算されない可能性も
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あり，必ずしもヵ（ε）＝oではない．

　社会規範を考慮しない「標準的な」モデルではvon－Neumam　Morgenstem

効用関数は

　　　　　　　ε［〃］、＝［1一力（θ）］σO）十カ（2）［σ（わ）十’］一2　　　　　　　（1）

となる．本稿では，個人が失業した場合にgだけの効用の損失を被ると仮定する

ことにより社会規範をモデルに組み込む、失業者に対する社会的な圧力は・人々

が不況等で職にっくのが難しいと納得している時には弱まるであろう．また，多

くの人が職にっいていない時には，「働くべきだ」という規範にしがみつく意味

は薄れる、したがって，規範の重要性は失業率エ∈［O，1］の減少関数と考えられる。

社会規範関数g（κ）：［O，1］→R．は連続微分可能でg’く0とする、期待効用関数は

　　　　　　ε［。］蜆＝［1一ρ（2）］恥）十カ（・）［σ（δ）十1－9（π）］一θ，　　（2）

となる．4）この定式化はAker1of（1980）のものと同様である：社会規範は個人

の効用関数に組み込まれていて，規範に従わないものが増えるほど規範が軽んじ

られる．

　ここで規範の一般的な重要性θ、∈R、と規範の圧カがどれだけ失業率に敏感か

を示すθ、∈Rの2っのパラメータを導入する．具体的には，以下の形状の社会

規範関数を考える：

　　　　　　　　　　　　9（兀；θ，、θ2）＝θ5（北，θ2）、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）

ただし㈱川1・皿一皿1，告…∂篶、・倣び全ての乱ゑ∈・

について∫（α1）一凧ゑ）とする昔・・および∂鵠、・・が成り立つα

が大きければ所与の失業率のもとで社会規範の圧力は強い．他方θ呈が大きいと

祖会規範は失業率の上昇とともに急速に影響力を失う．規範を考えない標準的な

モデルはθ■＝Oの特殊ケースとして扱える．

3　均衡失業率

3．1各個人の努力水準の選択

　各個人にとって，他の個人の努カ水準は所与なので，失業率兀も所与となる．

税・給付の組（｛，わ）も所与として，各個人は期待効用関数（2）が最大化されるよ
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うな努カ水準2を選択する．失業給付の寛大さ（generosity　of　the　benefit）を

失業時と就業時の財消費から得られるの効用の差

　た＝ん（け）＝σ（b〕一σO）　　　　　　　　　　　　　　（5）

で表すと，内点解2．∈（O，ε）の1階条件は

　　　　　　　　　　　〆（2’）［肘ト9（κ）］一1＝O　　　　　　　（6）

で，2階条件

　　　　　　　　〆（2‘）［危十1一σ（κ）］＝ガ（2＊）が（2＊）＜O　　　　（7）

はρ（2）の凸性から満たされる．

　　　　　　　　　　　〆（O）［尾十1－9（π）］一1≦O，　　　　　　（8）

　　　　　　　　　　　力’（2）［尾十1－9（κ）］一1≧O　　　　　　　（9）

の場合には，それぞれ端点解θ．＝Oと〆＝θになる、

　所与の失業率・税・給付（π，’，5）のもとで最適努カ水準〆は一意で，個人の失

業確率力（2．）は一意に決まる．よって

　　　　　　　　　　　　　プ（北，た）＝ρ（2’（工，尾））

と書くことができる．プ（x，尾）：［O，1］×皿→［O，1］は各要素に関して連続である．

　θ1〉Oの場合，（6）一（7）式より失業確率プ∈⑦（ε），ヵ（O））は（π，冶）の増加関

数である．失業給付の寛大さん（工，δ）の上昇が個人の失業回避誘因を減らす点は，

規範のない標準的なモデルと変わらない．通常のモデルと違うのは個人の失業確

率プが失業率κとともに上昇する点である．我々のモデルでは，失業率が高ま

ると規範の圧カg（エ）が弱まり，モラルハザードに対する抑制が効かなくなる．

3．2社会的均衡（社会的均衡）

　個人は同質なので、所与の失業率κおよび税・給付（f，5）のもとで全員が同じ

失業確率プ（尤，危（’．b））を選ぶ．よって，（κ、尾）のときに実現する失業率は

　　　　　　　　　　　　ψ（κ，た）＝プ（π，危）　　　　　　　　（10）

　である、g（π、尾）が兀から罪離している場合には，個人は努カ水準を変える誘

因がある．ψ（π，尾）＝zならば，社会規範の影響力はそれ以上変わらない．その

ような失業率を社会的均衡（Socia1Equilibrium）という．
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　定義1．（社会的均衡．以下を満たす失業率πを社会的均衝と呼ぶ1

　　　　　　　　　　　　　　κ＝ψ（冗，ん）．　　　　　　　　　　　　（11）

　以下，所与の税・給付のもとでの社会的均衡の存在を示し，比較静学分析を行

う．規範がないθ．＝0のケースでは、税・給付が固定されたもとで社会的均衡

が一意に存在する．しかしθ、〉Oの我々のモデルでは，各個人の努力水準が他

人の失業確率に依存するため複数均衡の可能性がある、社会的均衡が複数存在す

る場合，ある外生変数の変化に応じて全ての均衡失業率が同じ方向に変化すると

は限らない上，パラメータのごく微小な変化ですらある均衡から別な均衡への

ジャンプをもたらしうるため，陰関数定理による古典的な比較静学は適切でない．

これらの問題への対策として，本稿ではまずMi1grom　and　Roberts（1994）の

提唱する大域的均衡分析を行う．社会的均衡が複数存在する場合，最も高い（低

い）の均衡失業率がパラメータに関して増加か減少かを調べることができる．そ

の後で通常の局所的な比較静学を行う、こちらは外生変数の微小な変化が均衡失

業率を少ししか変化させない場合に有効である．

　表記の簡素化のため，各個人にとって外生であるような変数をベクトル

　　　　　　S＝（庖；一ω、1，一θI，θ空），　S∈S：11≡～×皿～＿＿×I～×皿～＿×R

で表す．均衡条件（11）はψ（エ，5）＝北になる．（6）一（9）式より，ψ（π，8）：［O，1コ

×S→［0，1］がπおよび5に関して連続で（弱い意味での）増加関数であることが

わかる．

　Milgrom　and　Roberts（1994）より，増加関数ψ（エ，s）1［O，1］×S→［O，1］は各

s∈Sに対して最大の不動点エH（5）＝sup｛κ1π≦ψ（κ，s）｝と最小の不動点〆（s）＝

inf｛エ1ψ（冗，5）≦π｝をもっ、また，κ”（8）と兀止（s）はs∈8に関して増加である．

よって，税・給付を固定したもとで社会的均衡は少なくともひとっ存在し，最高

および最低均衡失業率〆，κ止は定義可能（we1l－defined）である．エ”，九Lは税

率f，給付δ，余暇の効用1とともに上昇し，賃金ωとともに低下する、また，

規範の重要性θ．が小さい場合や，θ・が大きく失業率の上昇により急速に規範が

軽んじられるようになる場合に，冗”，〆は高くなる．

　パラメータの微小な変化が均衡のジャンプを引き起こさない場合には，伝統的
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な比較静学の手法が役立つ．内点の正111（告・1）な社会的均鮒（1）∈⑦（1）1

力（O））において，均衡条件（11）から，パラメータ｛の変化の局所的な影響は

音一［1一；隻1一音となる・第・項の音の部分が個人の誘因への直接

的な効果で，第1項は規範の重要性の変化による間接的な効果を表している．Ψ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂パ　　　　　　　　　∂〆（・）＝ヵ（ピ（・））および（6）一（7）式から，　　　＝［1＋g“o］■φ’一が得られる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂｛　　　　　　　　　∂｛
ただし、＝一⑦；）茗＞Oである　たとえば税率の微小な上昇は各個人の失業確

　　　　　　　力
　　　　∂2‘
率を〆一＝ぴO）ωσ＞Oだけ上昇させる．θ1＝Oの標準的なモデルではこ
　　　　∂f

れが新たな杜会的均衡になる．しかしθ1〉oの場合，失業率κが高まると規範

の価値g（比）が変わるので，個人の最適努力水準はさらに変化し，もとの均衡に最

　　　　　　　　　　　∂〆
も近い社会的均衡では　　　＝［1＋σ’σ］』1σσ’o）ωになる　経済がその均衡に
　　　　　　　　　　　∂工

収束するか別な社会的均衡にジャンプするかは動学過程に依存する．動学にっい

ては後の節で考察する．

　上で得られた大域的・局所的な比較静学の結果を，以下の命題にまとめておく．

　命題1、（1）大域的分析1（a）各s∈Sにっいて社会的均衡パ（∫）∈ひ（ε），力

（0）］が存在する；最高・最低の社会的均衡失業率が存在し，それぞれκ”（s）＝

sup｛比1エ≦ψ（郷）｝，〆（∫）＝inf｛κ1ψ（郷）≦北｝である、　（b）κ”（s），〆（5）は∫＝（松

一ω，’、一θ1．θ1）に関して増加である．

　　　　　　　　　∂ψ（パ，5）
　（2）局所的分析　　　　　　≠1なる社会的均衡パ（5）∈⑦（θ），ヵ（0））にお
　　　　　　　　　　　∂北
　　　∂ψ（パ，5）
いて，　　　　　＜1のときかっそのときのみ以下が成立する　ただしσ＝
　　　　　∂工
　⑦；）3．Oである
■カ

　∂パ＿　σ　　　∂パ　　ぴO）工σ　　∂ゴ　　0　　　一　　　。　〉0，　一＝一　　　　。　　〈O，　一＝　　　、　＞O，
　∂尾　1＋9σ　　∂ω　　1＋9σ　　　∂1　1＋9σ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）

　　　∂パ＿　∂9　σ　　　∂パ　　∂9　σ　　一一一　　　　　　　。　＜0，　一＝一　　　　　　　。　〉0
　　　∂θ1　　　　∂θl　1＋9σ　　　　　　∂θ王　　　　　∂θ呈　1＋9σ

　ガにおいて∂伊≧1ならぱ，命題1の（1－a）より，〆＝〆＝パではありえ
　　　　　　　∂κ

ない．っまりg’oがある社会的均衡パ付近において大きく失業率の上昇により

社会規範が著しく軽んじられる場合や失業確率の努力に関する弾力性が高い場合
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には複数均衡が生じる．

　系1　∂ψ（ズ1s）≧1なる社会的均衡兀．（。）が存在するなら，社会的均衡パ‘

　　　　　　∂北

（s）≠パ（5）が存在する．

4　実現可能な失業保険制度

4，1BBEにおける税・給付

　政策目標失業率パと税・給付の組合わせ（’，b）が実現可能であるためには，ゴ

が財政収支の均等した均衡（balanced－budget　equilibrium：BBEでなけれぱな

らない．すなわち（‘，δ）のもとでパが社会的均衡で，（工，b）は予算を均衡させる

必要がある．Lindbeck助α五（1999）においては各エ∈［O，1）をBBEにするよう

な税・給付の組（エ，あ）が一意に存在する．我々のモデルでは個人が努力しても失

業する可能性もあり，全ての失業率が均衡になるわけではない．しかしながら，

内点の失業率に関しては各κ∈⑦（ε），φ（0））にっいてκをBBEにするような（f，

b）が一意に存在することが示せる．

　定義2（財政収支の均等した均衡BBE）．（比，地）が予算制約

　　　　　　　　　　　　　［1一π］肋＝肋，　　　　　　　　（13）

および均衡条件

　　　　　　　　　　　　　ψ（κ、危（工，凸））＝冗．　　　　　　　　　　　（11）

　を満たすとき，失業率北は税・給付（f，わ）のもとで財政収支の均等した均衡

（BBE）である．

　補題1、各κ∈⑦（ε），ヵ（0））について冗がBBEとなる（’，b）が一意に存在する、

　証明

　戸（bμ）を，所与の内点失業率北と給付あのもとで予算制約（13）を満たす税率工

　　　　　　　　　　　　　　　　　∂戸　　　　κ
とする　このとき戸（0，北）＝Oおよび一＝　　　　　〉Oである（図1）　同
　　　　　　　　　　　　　　　　　∂5　　［1一κ］ω

様に，戸（b，π）を給付・失業率（b，エ）を所与として均衡条件（11）を満たす税率’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂戸
とする．わ〉Oでκが内点なら〆（b，兀）＜1であり，戸（O，五）〉0および一＝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∂b
　　σ’（わ）
一　　　　くOが成り立つ　よって，各κ∈⑦（彦），力（0））に対して戸線と戸線
　ぴo）ω
が交わる（f，わ）が一意に存在する．　　　　　　　　　　　　　　　　　■
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図1　戸線と戸線

ψ）

b（π）

　政策目標失業率ガをBBEにするような税・給付の組を（エ蜆（パ），あ司（パ））で表

す。勤労規範がある場合の税・給付（エ咀（パ），b用（パ））と標準的なモデルの（エ、（刈，

わ。（パ））を比較すると，各政策目標失業率パに対して，税f（ゴ）・給付6（パ）と

もに規範があるモデルのほうが高い．社会規範がモラルハザードを抑制するので，

政府はより寛大な給付制度を提供できるのである．

　命題2一各兀∈⑫（ε），力（O））にっいて（’、（北‘），b咀（パ））＞（ム（パ），わ、（パ））である．

　証明　再び図1を用いて考える．戸線は両モデルに共通である．（12）式より

∂戸　　　1
∂θ、＝岬）ω〉0が得られ・∀（ω∈皿・一x㈹ψ（O））・鮒μ）・珪（ω

となる．よって（㌘（パ），5蜆（パ））〉（8（パ），6！（パ））が成り立っ．　　　　　　■

4．2政府が予想する実現可能な政策

　政府が社会規範の影響を勘定に入れないなら，明らかに政府は実現可能な政策

の集合を正しく知ることはできない、ここでは政策目標失業率パがBBEにな

ると（規範を考慮しない）政府が信じるような税・給付（エロ（パ），わ。（ゴ））の水準

が・真の実現可能な税・給付（11（パ），あ蜆（パ））と較べて高いか低いかを調べる．

仮に標準的なモデルが規範を考慮しない政府の行動を描写しているなら（’田（パ）、

あ口（パ））＝（エ。（パ），5。（パ））〈（‘咀（パ），わ、（パ））で，政府は税・給付を過小に見積

もっていることになろう．しかしこれは誤った解釈である．
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　標準的なモデルでは，政府は効用関数（1）を完全に知っている一にもかかわら

ずθ、＞Oの場合には（f，（パ），b三（パ））は常に（工、（パ），5蜆（π一））から乖離する．しか

しながら実際には政府は現在の税・給付のもとでの失業率を観察でき，いずれは

ゴが（’苫（ズ），δ、（ぺ））のもとでのBBEでないことに気づくはずである。したがっ

て，政府が標準的なモデルの効用関数の中である部分（たとえぱ余暇の価値）を

知らず，ある失業率に関しては実現可能な税・給付を経験から知ることもあると

考えたほうが現実的と思われる、本稿では規範を考慮しない政府は（1）式の効用

関数を信じているが余暇の効用1∈皿は観察ネ可能と仮定する。さらに，ある失

業率£と税・給付（工面（£），b口（£））の組が存在して，たとえばその制度が長い間うま

く機能していたという理由から，政府は売が（f。（£），あ皿（£））のもとでBBEだと信

じているとする．このとき，政府の信じる個人の効用関数は

　　　　　　　　ε［〃コ。＝［1一力（2）］恥）十力（2）［σ（b）十1（£）1－e

　となる．ただし1（£）はが（£，エ。（壬），b。（£）；ω，1（禿））＝£を満たす1である．

　命題3で示すように，規範を無視する政府がある失業率£がBBEになる税・

給付を正しく知っている場合，政府は£以上の全ての政策目標失業率に関して

税・給付を過大に見積もる．政府が実現可能な税・給付を過小評価するのではな

いかという想像は，低い失業率にっいてのみ正しい．これは以下のように説明さ

れる．命題1の（ii）でみたように給付制度の変化は社会的均衡に2っの経路から

影響を及ぼす1各個人の誘因への直接的な効果と，規範の重みの変化を通じた問

接的な効果である．規範を考慮しない政府は直接的な効果のみを予想し，失業を

増やす（滅らす）ために税・給付を必要以上に増加（削減）してしまう．

　命題3．（f螂（壬），ら。（£））＝（f呵（売），b咀（£））とする．このとき各パ∈⑦（ε）．力（0））

にっいて，ゴ≧壬なら（’。（パ），5。（パ））≧（丘、（パ），b咀（ズ））である．

　証明パ〉£のケースにっいて示す．（12）式よ、り，房（b，π）＝猪（b、π）の場合に

は

　　　　　　　　　　　　　　　∂Ψ
　　　　　　　　　　　　　1一一　　　　　　　　　　■亙＝　∂兀＜」L＝並　　　　　　　　（14）
　　　　　　　　　　　∂z　　　∂ψ　　　　∂ψ　　∂比

　　　　　　　　　　　　　　∂f　　　∂’
である．よって十分小さなε〉Oについては房（b，£十ε）＞捺（b，£十ε）がいえる．
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図2　政府の考える実現可能な失業保険政策

a,s 
/
 0.6 

t
 

o. 
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b。（z）

o．一

ZO：010‘O0　1z

　　　　乱：税率毒（躬）　　　　　　　　　　b＝給付b（躰）

パラメーク及び関敏：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

lε・”・‘1丘〕＝（1・21・91・025〕・σω＝1州，ρ㈲＝1一ε・・，O㈲＝．O一眺pl－1坦／．16〕31一

仮に房（5，エ）≦凍（b、北）なる比∈（£，力（O））が存在したとする．戸の連続性から£

が存在して房（わ，王）＝房（わ，王）および各π∈（壬，王）について房（あ，冗）〉猪（わ，エ）を満

たす．しかしながら（14）式から，十分に小さいε〉0については房（わ，王一ε）＜猪

（わ，王一ε）となり，矛盾する．よってパ∈（£，ρ（O））について（工。（パ），わ互（パ））〉

（工珂（ガ），δ”（κ‘））である．

　同様に，パ∈⑫（ε）、£）においては（’。（パ），b田（ゴ））＜（工、（パ）．δ詞（北．））が成り立

つ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

5　政策目標失業率の安定性

5．1安定性と給付の寛大さ

　Lindbeck勿α五（1999）等の規範を考慮した既存のモデルでは，所与の税・

給付のもとで社会的均衡に至るまでの失業率の調整過程は不動点方程式を1階差

分方程式に書き換えた動学過程で表されている．我々の文脈ではτ期の失業率が

　　　　　　　　　　　　　　　北、＝ψ（北王、I，尾）

　で表されることになる．ひとつの解釈は，各個人が他の個人の努力水準が前期
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と同じと期待するCoumot過程である．社会的均衡は兀＝北，＝π，一。が成立する定

常状態である．内点社会的均衡π∈⑦（彦）、ヵ（o））は

　　　　　　　　　　∂ψ（先・舳））一一〆、く1　　　　（1・）
　　　　　　　　　　　　∂工

を満たすとき所与の税・給付（な，あ）のもとで（漸近）安定である．政策目標失業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5〕率ガの安定性と税工（パ）または給付b（パ）の問には明確な関係は見られない．

しかし，安定性は（5）式で定義された給付の寛大さkと密接な関係がある．政

策目標失業率ズ∈⑫（ε），力（o））が社会的均衡であるような適切な寛大さを尾

（パ）で表す．このとき，税・給付が（エ（ゴ），b（パ））に固定されたもとで政策目標

失業率パが安定的なBBEとなる必要十分条件は

・州一［1一；姜1［紫1■’一’十多o・・ （16）

である．効用関数が（1）式で与えられる場合にはパ∈⑦（ε），力（0））は（’（パ），わ

（パ））のもとで必ず安定的なBBEとなる．

　給付制度の寛大さ尾の微小な上昇の一次的な効果として，各個人の失業確率

が上昇する．1＋g’σ＞Oなら社会規範の重みの変化を通じた問接的な効果の乗

数は一g’σ〉Oで，収束する．よって，安定的な政策目標を上昇させる場合には

失業保険を寛大になるはずである．反対に，不安定なBBEにおいてはkの微小

な上昇が失業を急増させ，微小に失業率が高いBBEは存在しない、不安定な政

策目標から失業率を上げる場合には寛大さは低下する．しかし経済がその新たな

不安定なBBEに到達するとは考えにくい．

規範のない標準的なモテルの場合には；葦一・なので・内点の政策目標失業

率はすべて適切な税・給付のもとで安定的なBBEになる．

　（16）式はBBEの安定性条件を示している．ここで気になるのは，政府が赤字

や黒字を出すことを許容されるなら不安定なBBEを安定な社会的均衡にできる

かどうかである．命題4の（a）では、不安定BBEはいかなる税・給付（工，δ）のも

とでも安定社会的均衡にならないことを示す．複数社会的均衡の存在するときに

ある社会的均衡が不安定であることは，さほど驚きではないかもしれない．しか
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し命題4の（b）の主張はより強い1ある税・給付のもとで複数社会的均衡が生じ

るならぱ，どんな税・給付のもとでも安定社会的均衡にできないような失業率が

連続区間で存在する．

　命題4．（a）ガが安定的な社会的均衡となる税・給付（エ，b）が存在することの

必要十分条件は為’（κ’）＞Oである．（b）ある（工，あ）のもとで複数社会的均衡が存

在するならば，予算均衡条件を満たすか否かにかかわらず，いかなる（’、5）のも

とでも安定的な社会的均衡にならないような失業率の連続区間が⑫（ε），力（O））

中に存在する．

　証明　（a）は比較静学（12）式と（16）式より明らかである．（b）を示す．伊（エ，ゐ

（工，5））は連続増加である．よって複数社会的均衡をもっ（f，わ）が存在するなら

∂伊（守わ）・1かつ舳・）・・なる社会的均衡パ∈㈹，力（・））があるよ

うな（f、δ）が存在する．尾’（パ）＜0ならた’の連続性よりあるδ〉0が存在して全

ての1ε1〈δに対して，尾’（ゴ十ε）≦Oとなる．複数社会的均衡があるのに〆＜

○なる北がない場合，あるパとδ〉Oが存在して全ての1ε1＜δについて尾’（パ

十ε）＝0となる．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■

5．2税率調整と給付調整

　ここまでは税・給付が適切な水準（‘（ゴ），b（パ））に固定されたもとでの均衡失

業率パの安定性を考えた．この設定は短期においては現実的であろう．さらに，

（1）式の標準的なモデルでは政策目標失業率パは税・給付を適切な水準（f（パ），

わ（パ））に固定していれば達成される．しかしながら，規範を考慮したモデルで

は（エ（パ），わ（パ））のもとでパが安定的なBBEにならない可能性が指摘された．

失業率が政策目標に収東しなければ財政赤字（黒字）が出続け，いずれ政府は財

政不均衡を是正のため税率もしくは給付額の変更を余儀なくされるであろう．

　税・給付が政策目標失業率パのみでなく現行の失業率κにも依存する場合，

社会的均衡の条件（11）式はκ＝ψ（九，危（f（パ，κ），あ（パ，エ）））となり，（16）式の安定

性条件は

　　　　　　　　　　　　　∂尾　d工　　　∂尾　d5
　　　　　　　　　尾’（ゴ）一　　　一　　　＞0　　　　　（17）
　　　　　　　　　　　　　∂工砒　　　∂凸血
に修正される．
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図3　政策目標失業率の安定性
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　　　　　　　危二、，。。1竈〕〉Oなら・は予鰯堕システム（δ・。δ・）のもとで

　　　　　　　安定なBBE・パラメータは図2と同じ．

　定義3（予算調整）．政策目標パと実際の失業率冗の組（ジ，π）に対して税’

（パμ）と給付わ（パμ）を採択する、（工（パ，パ），b（パ，パ））＝（f（ゴ），b（パ）），δ沁≧

0かっδ、十δ占≦1で以下を満たすものを予算調整システム（δ、，δ凸）とよぷ：

　　　　　　　　　　　　df（パ，比）　　1　b
　　　　　　　　　　　　　　　　＝　　　　　δ’，
　　　　　　　　　　　　　砒　　　　［1一κ］！ω
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
　　　　　　　　　　　dあ（工‘，工）　　　　1
　　　　　　　　　　　　　　　　＝一＝了工一〃δ止．
　　　　　　　　　　　　　砒　　　　　π

（δ、，δ。）が（0．0）なら税固定・給付固定（FT－FB，（1，O）なら税調整・給付固定（AT－

FB，（O，1）なら税固定・給付調整（FT－ABである．δ’，δ占〉0なら税と給付両方で

予算を調整することになる．また，δ、十δ占＜1では赤字・黒字は部分的にしか消

去されない．予算調整システム（δ、，δ止）のもとでの政策目標失業率パの（局所的

な）安定性条件は（17）式から

　　　　　〆五、（、・）≡た・（工・）一岬）bδ。ぴ（隻）肋δ止・・　（1・）

　　　　　　パ凸　　　　　　　　［1一π］！　　　　κ

に修正される．

　以下で示すように，給付調整が安定性を増大させるのに対して税調整は不安定

性をもたらす、失業率が政策目標を超えるとき，給付調整では給付額が削減され

るため勤労誘因が高まり失業率の低下に貢献する．他方税調整では失業超過のと
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き財源確保のため増税してさらに個人の努力水準を低下させてしまう．

　命題　5．X（δ一，δ凸）＝｛π1兀∈⑦（2），ヵ（0）），尾’。、．。由｝（北）〉0｝とする．このときX

（1，O〕十0⊆X（O，O）⊆X（O，1）である．

　証明　（17）式より，各政策目標失業率パ∈⑦（ε），ヵ（O））において尾’古、，δ由（エつ

はδ、に関して減少，δ止に関して増加となる．　　　　　　　　　　　　　■

　税調整の極端なケースであるAT－FBで安定的なBBEにできる失業率はFT－

FBのもとで安定的なBBEにできる．他方，給付調整の極端なケースであるFT

－ABを用いれば，安定的な政策目標にできる失業率の集合は拡大する．図3は

FT－ABにより不安定性が解決される例である．

6　結び

　本稿では実現可能な失業保険制度について，勤労を奨励する社会規範の効果を

加味して考察した．そして，勤労規範を考慮しない通常の保険モデルでは見落と

される2っの重要な点が発見された．

　第1に，規範を考慮しないような政府が見積もる税率・失業給付金ともに、現

在より高い政策目標失業率に関しては真の実現可能な水準より過大になる、これ

は社会規範がモラルハザードを軽減するものの，規範の効カは失業率が上がるほ

ど弱まるためである．政府が規範の低下の影響を考慮しない場合には，失業率の

．上昇を許容する決断をしたときに，失業の急増を招き財政を破綻させる危険があ

る、

　第2に失業率がある程度に達すると失業のうしろめたさが大きく低下する場合，

税・給付を固定する限りそのような失業率を安定均衡にはできない．ただし，政

府が財政の不均衡を調整する手段によっては，ある程度規範の変化を打ち消す方

向に金銭的な誘因を与えることができ，安定性が向上する．具体的には給付額の

調整によって財政の不均衡を除去すれば，失業が過剰なときには給付を削減して

勤労誘因を高め，過小なときには給付を増やして失業回避のために個人が過度な

努力を投入するのをやめさせることができる．
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